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(54)【発明の名称】 免疫クロマトデバイス及びそれを用いた被検物質測定方法

(57)【要約】
【課題】  ２種類以上の被検物質を定量性良く検出及び
測定することができる免疫クロマトデバイスを提供す
る。
【解決手段】  試料導入部１１、展開部１４、固定化部
１５を備え、固定化部１５において、複数種類の被検物
質に対して特異的反応を行うことができる第１の抗体が
同一ライン上に固定化され、展開部１４において、前記
複数種類の被検物質に対して特異的反応を行うことので
きる、それぞれ異なる標識物質により標識された複数種
類の第２の抗体が溶出可能な状態で担持されている免疫
クロマトデバイス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】   試料液中に含まれる複数種類の被検物
質を検出または測定するための免疫クロマトデバイスで
あって、試料導入部、展開部及び判定部を備え、前記試
料導入部に導入された前記試料液が前記展開部を経て前
記判定部に移動するように前記試料導入部、前記展開部
及び前記判定部が配置されており、前記判定部には固定
化部を備え、前記固定化部に、前記複数種類の被検物質
の全部に対して特異的に反応を行う第１の抗体または前
記複数種類の被検物質の一部に対して特異的に反応を行
う複数種類の第１の抗体が固定化されており、前記試料
導入部または前記展開部に、前記複数種類の被検物質の
全部または一部に対して特異的に反応を行う、複数種類
の第２の抗体が前記試料液により溶出可能な状態で担持
されており、前記複数種類の第２の抗体のうち少なくと
も１種類は、前記複数種類の被検物質のうち１種類のみ
に対して特異的に反応を行う抗体であり、かつ前記複数
種類の第２の抗体の各々が、それぞれ異なる標識物質に
より標識されていることを特徴とする免疫クロマトデバ
イス。
【請求項２】  複数種類の被検物質がグリコヘモグロビ
ン及びヘモグロビンであり、第１の抗体が、グリコヘモ
グロビン及びヘモグロビンの両方に対して特異的に反応
を行う第１抗ヘモグロビンモノクローナル抗体であり、
複数種類の第２の抗体が、グリコヘモグロビン及びヘモ
グロビンの両方に対して特異的に反応を行う第２抗ヘモ
グロビンモノクローナル抗体、及びグリコヘモグロビン
に対して特異的に反応を行う抗グリコヘモグロビンモノ
クローナル抗体であることを特徴とする、請求項１記載
の免疫クロマトデバイス。
【請求項３】  標識物質が、互いに異なる吸収波長を有
することを特徴とする、請求項１または２記載の免疫ク
ロマトデバイス。
【請求項４】  標識物質が、互いに異なる蛍光波長また
は燐光波長を有することを特徴とする、請求項１または
２記載の免疫クロマトデバイス。
【請求項５】  標識物質が、互いに異なる吸収波長を可
視光領域に有する、請求項３記載の免疫クロマトデバイ
スを用い、試料導入部に試料液を導入する工程Ａ、前記
試料液中に含まれる複数種類の被検物質と、前記複数種
類の被検物質に対して特異的に反応する第２の抗体及び
第１の抗体との反応により生じた、判定部における発色
の色合い、鮮やかさ、または明るさを測定する工程Ｂ、
及び前記工程Ｂにより求めた測定値に基づいて、前記試
料液中に含まれる前記複数種類の被検物質それぞれの絶
対量または相対比を求める工程Ｃを含むことを特徴とす
る被検物質測定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ドライケミストリ
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ーによる検査法に提供される免疫クロマトデバイス及び
それを用いた被検物質測定方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、臨床検査において、様々な検査法
が利用されてきているが、その検査法に、ドライケミス
トリーによる検査法がある。ドライケミストリーとは、
フィルムや試験紙のような展開層マトリクスに乾燥状態
で保存された試薬に対して、液状の試料を点着させて、
試料中の被検物質を測定する方法である。デバイスとし
ては、単層の展開層マトリクスに試薬を担持させた単層
式に対して、展開層マトリクスとして、展開層、反応
層、試薬層などを層上に積層させた多層式がある。特徴
としては、試薬が既に展開層マトリクス上に担持されて
いるため、試薬の調整が不要で、小スペースで保存で
き、被検体量が少量でよいことなどがあげられる。代表
的なドライケミストリーによる検査法としては、免疫ク
ロマトグラフィー法がある。免疫クロマトグラフィー法
とは、抗原抗体反応と毛細管現象を利用した検査法で、
デバイスには、メンブランフィルターに代表される担体
上に、固定化された第１の抗体と検出試薬に標識された
第２の抗体が、それぞれ乾燥状態で担持されている。検
査の際には、前記デバイス上に被検物質（抗原）を含ん
だ検体試料を添加し、毛細管現象により展開させ、サン
ドイッチ型の抗原抗体反応を用いて反応部位を発色させ
ることにより、抗原の同定、存在の有無、または抗原量
を測定する。抗原抗体反応の形態としては、サンドイッ
チ型の反応のほかに、競合型の反応を利用する免疫クロ
マトグラフィー法もあるが、デバイスの構造及び検査の
方法は同様である。
【０００３】免疫クロマトグラフィー法を利用した検査
法の利点としては、上記ドライケミストリーとしての利
点に加え、操作の簡便性、迅速な判定、低価格があげら
れ、臨床検査に限らず、近年着目されているポイント・
オブ・ケア（ＰＯＣ）においても適応可能な検査法とい
える。
【０００４】抗原抗体反応は、生体内でおこる特異的な
平衡反応である。即ち、同一温度条件下において、抗原
濃度と抗体濃度の積と抗原抗体複合体濃度との比が一定
になる反応である。従って、一定の抗体濃度に対して加
えられる抗原の濃度によって、生成する前記抗原抗体複
合体の濃度は平衡反応より決まってくる。ここで、抗原
濃度に対する抗原抗体複合体の濃度の検量線を作成すれ
ば、未知の抗原濃度を定量することができる。
【０００５】さらに、多項目測定が可能な大型自動化機
器と同様に、例えば、一つの免疫クロマトデバイスに第
１の抗体が固定化された固定化部を２つ以上設けること
により、２種類以上の抗原を同時に測定することができ
るといった多項目免疫クロマトグラフィー方式があっ
た。
【０００６】
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【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記免
疫クロマトデバイスを用いて２種類以上の抗原を測定す
る場合、試料導入部に試料が導入された後、まず試料導
入部に近い位置（上流側）に設けられた固定化部での反
応が先に起こり、次いで試料導入部から離れた位置（下
流側）に設けられた固定化部での反応が起こる。このと
き、上流側の固定化部において生成する抗原抗体複合体
が障壁となり、その下流に展開される試料の流束に乱れ
が生じる。この流束の乱れが下流側の固定化部での反応
に影響を与え、定量性を低下させるという問題があっ
た。
【０００７】本発明は、上記問題点に鑑み、２種類以上
の被検物質を定量性良く検出及び測定することができる
免疫クロマトデバイスを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の免疫クロマトデ
バイスは、試料液中に含まれる複数種類の被検物質を検
出または測定するための免疫クロマトデバイスであっ
て、試料導入部、展開部及び判定部を備え、前記試料導
入部に導入された前記試料液が前記展開部を経て前記判
定部に移動するように前記試料導入部、前記展開部及び
前記判定部が配置されており、前記判定部には固定化部
を備え、前記固定化部に、前記複数種類の被検物質の全
部に対して特異的に反応を行う第１の抗体または前記複
数種類の被検物質の一部に対して特異的に反応を行う複
数種類の第１の抗体が固定化されており、前記試料導入
部または前記展開部に、前記複数種類の被検物質の全部
または一部に対して特異的に反応を行う、複数種類の第
２の抗体が前記試料液により溶出可能な状態で担持され
ており、前記複数種類の第２の抗体のうち少なくとも１
種類は、前記複数種類の被検物質のうち１種類のみに対
して特異的に反応を行う抗体であり、かつ前記複数種類
の第２の抗体の各々が、それぞれ異なる標識物質により
標識されていることを特徴とする。
【０００９】また、本発明の被検物質測定方法は、標識
物質が、互いに異なる吸収波長を可視光領域に有する、
上記本発明の免疫クロマトデバイスを用い、試料導入部
に試料液を導入する工程Ａ、前記試料液中に含まれる複
数種類の被検物質と、前記複数種類の被検物質に対して
特異的に反応する第２の抗体及び第１の抗体との反応に
より生じた、判定部における発色の色合い、鮮やかさ、
または明るさを測定する工程Ｂ、及び前記工程Ｂにより
求めた測定値に基づいて、前記試料液中に含まれる前記
複数種類の被検物質それぞれの絶対量または相対比を求
める工程Ｃを含むことを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】本発明の免疫クロマトデバイス
は、試料液中に含まれる複数種類の被検物質を検出また
は測定するための免疫クロマトデバイスであって、試料
導入部、展開部及び判定部を備え、前記試料導入部に導
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入された前記試料液が前記展開部を経て前記判定部に移
動するように前記試料導入部、前記展開部及び前記判定
部が配置されており、前記判定部には固定化部を備え、
前記固定化部に、前記複数種類の被検物質の全部に対し
て特異的に反応を行う第１の抗体または前記複数種類の
被検物質の一部に対して特異的に反応を行う複数種類の
第１の抗体が固定化されており、前記試料導入部または
前記展開部に、前記複数種類の被検物質の全部または一
部に対して特異的に反応を行う、複数種類の第２の抗体
が前記試料液により溶出可能な状態で担持されており、
前記複数種類の第２の抗体のうち少なくとも１種類は、
前記複数種類の被検物質のうち１種類のみに対して特異
的に反応を行う抗体であり、かつ前記複数種類の第２の
抗体の各々が、それぞれ異なる標識物質により標識され
ていることを特徴とする。このようにすると、固定化部
において、複数種類の被検物質と、それぞれの被検物質
に対応した第２の抗体及び第１の抗体からなる、抗体－
抗原－抗体複合体が捕捉される。１つの固定化部におい
て複数種類の被検物質を含む複合体が捕捉されるので、
固定化部が複数存在していた場合に比べて試料液の流束
がより均一となるため、各々の標識物質を検知すること
により、試料液中の複数種類の被検物質を定量性良く検
出及び測定することができる。
【００１１】本発明における試料液としては、例えば、
唾液、血液、溶血された血液、血漿、血清、尿、汗、及
び涙等の体液が挙げられる。
【００１２】本発明における被検物質としては、例え
ば、細胞、タンパク質、糖タンパク質、酵素、多糖類、
細菌、及びウィルスが挙げられる。
【００１３】本発明における試料液中に含まれる複数種
類の被検物質の組み合わせは、タンパク質と前記タンパ
ク質の一部のアミノ基末端が糖化したものでもよく、例
えば、アルブミンとグリコアルブミン、ヘモグロビンと
グリコヘモグロビン等の組み合わせが挙げられる。
【００１４】本発明の免疫クロマトデバイスは、複数種
類の被検物質がグリコヘモグロビン及びヘモグロビンで
あり、第１の抗体が、グリコヘモグロビン及びヘモグロ
ビンの両方に対して特異的に反応を行う第１抗ヘモグロ
ビンモノクローナル抗体であり、複数種類の第２の抗体
が、グリコヘモグロビン及びヘモグロビンの両方に対し
て特異的に反応を行う第２抗ヘモグロビンモノクローナ
ル抗体、及びグリコヘモグロビンに対して特異的に反応
を行う抗グリコヘモグロビンモノクローナル抗体であっ
てもよい。
【００１５】本発明における標識物質は、第２の抗体を
標識できるものであればよく、例えば、光学特性を有す
るもの、酸化鉄、酸化アルミニウム、及び細菌等の磁性
粒子、スズ、フラーレン等の超伝導性粒子、並びに放射
能物質が挙げられる。さらに、前記光学特性を有するも
のとしては、ベンゼン、ナフタレン、テトラセン、ルブ
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レン、ピレン、及びアントラセン等の芳香族化合物、芳
香族化合物に官能基が置換してあるもの、金コロイド、
銀コロイド、セレニウムコロイド、及び着色ラテックス
等の粒子マーカー、アゾ系、キノン系、トリアリール
系、シアニン系、フタロシアニン系、またはインジゴ系
の骨格を有する色素、並びに前記色素を含有した粒子等
の特有波長領域に吸収波長を有するものや、ベンゼン、
ナフタレン、テトラセン、ルブレン、及びピレン等の芳
香族化合物、ダンシル等の芳香族化合物に官能基が置換
してあるもの、並びにフルオレセイン、ローダミン、及
びクマリン等の蛍光性化合物または蛍光性粒子等の特有
波長領域に蛍光波長を有するものや、ベンゾフェノン等
の特有波長領域に燐光波長を有するものが挙げられる。
【００１６】ここで、複数種類の第２の抗体を標識する
標識物質の組み合わせは、互いに異なる吸収波長を有す
るものであればよく、例えば、ピレンとアントラセンの
組み合わせが挙げられる。このようにすると、固定化部
における、各々の標識物質の最大吸収波長での吸光度
量、反射吸光度、または透過光を検出することにより、
同一固定化部上で複数種類の被検物質を定量性良く同時
に検出及び測定することができる。
【００１７】また、標識物質の組み合わせは、互いに異
なる蛍光波長を有するものでもよく、中でも、同じ励起
波長での吸収により異なる波長領域で蛍光を発するもの
が好ましく、例えば、ピレンとダンシルの組み合わせが
挙げられる。このようにすると、固定化部における、同
じ励起波長に対する、各々の標識物質の最大蛍光波長で
の蛍光強度、蛍光寿命、もしくは蛍光量子効率、または
複数種類の標識物質の相互作用による消光効果を検出す
ることにより、同一固定化部上で複数種類の被検物質を
定量性良く同時に検出及び測定することができる。ま *
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*た、標識物質の組み合わせは、互いに異なる燐光波長を
有するものでもよい。
【００１８】本発明の一実施の形態における被検物質の
測定方法は、標識物質が、互いに異なる吸収波長を可視
光領域に有する、上記本発明の免疫クロマトデバイスを
用い、試料導入部に試料液を導入する工程Ａ、前記試料
液中に含まれる複数種類の被検物質と、前記複数種類の
被検物質に対して特異的に反応する第２の抗体及び第１
の抗体との反応により生じた、判定部における発色の色
合い、鮮やかさ、または明るさを測定する工程Ｂ、及び
前記工程Ｂにより求めた測定値に基づいて、前記試料液
中に含まれる前記複数種類の被検物質それぞれの絶対量
または相対比を求める工程Ｃを含むことを特徴とする。
この方法で用いる標識物質の組み合わせとしては、互い
に異なる吸収波長を可視光領域に有するものであればよ
く、中でも、赤色色素と青色色素の組み合わせが好まし
い。また、工程Ｂにおいて、ＣＣＤ等のカメラを用いて
判定部における発色の色合い、鮮やかさ、または明るさ
を数値化し、工程Ｃにおいて、コンピューターを用いた
処理を行うことにより、工程Ｂにおいて測定した数値を
試料液中に含まれる複数種類の被検物質それぞれの絶対
量または相対比に相当する物理量に変換することが好ま
しい。
【００１９】ここで、可視光領域とは、波長３５０ｎｍ
～７５０ｎｍのことをいう。
【００２０】前記赤色色素及び青色色素としては、例え
ば、下記（化１）で示されるシアニン系赤色色素及び下
記（化２）で示されるシアニン系青色色素が挙げられ
る。
【００２１】
【化１】

【００２２】 【化２】
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【００２３】下記（化３）に、（化１）で示されるシア
ニン系赤色色素の合成経路の一例を示す。 *
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*【００２４】
【化３】

【００２５】まず、ヒドラジノベンゼンスルホン酸（１
０）とイソプロピルメチルケトンとを酸性溶媒に溶解し
加熱することによってインドレニウムスルホネート（１
１）を作製する。そして、インドレニウムスルホネート
（１１）のアルコール溶液に金属水酸化物飽和のアルコ
ール溶液を加えることによって、インドレニウムスルホ
ネートの金属塩（１２）を得る。
【００２６】次に、前記金属塩（１２）の有機溶媒溶液
にハロゲン化アルキル酸を加えて、加熱してカルボキシ
アルキルインドレニウムスルホネートの金属塩（１３）
を得る。ハロゲン化アルキル酸の炭素数は、水への溶解

性を考え、１～４が好ましい。
【００２７】そして、前記金属塩（１３）とオルトギ酸
エチルを塩基性有機溶媒に溶解し、加熱することによっ
てカルボン酸誘導体（１４）を作製し、最後に、カルボ
ン酸誘導体（１４）の有機溶媒溶液中に、ヒドロキシコ
ハク酸イミドと、縮合剤としてジシクロヘキシルカルボ
ジイミドとを加えて攪拌することにより、（化１）で示
されるシアニン系赤色色素を得る。
【００２８】（化２）で示されるシアニン系青色色素を
合成するには、オルトギ酸エチルの代わりに、グルタコ
ンアルデヒドテトラメチルアセタールを用いる。
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【００２９】なお、（化１）、（化２）、式（１３）お
よび式（１４）で示される各化合物に含まれるハロゲン
としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素があげら
れる。また、（化１）、（化２）、および式（１２）～
（１４）で示される各化合物に含まれる金属としては、
例えばリチウム、ナトリウム、カリウムなどがあげられ
る。
【００３０】本発明における第１の抗体及び第２の抗体
としては、被検物質と特異的に反応する抗体であればよ
く、例えば、抗細胞抗体、抗タンパク質抗体、抗糖タン
パク質抗体、抗酵素抗体、抗多糖類抗体、抗細菌抗体、
及び抗ウィルス抗体が挙げらる。また抗体は、モノクロ
ーナル抗体であってもポリクローナル抗体であっても良
い。同一種類の被検物質に対して特異的に反応する第1
の抗体と第2の抗体は、被検物質の異なった抗原決定基
を認識するものであればよい。
【００３１】本発明の免疫クロマトデバイスにおいて、
試料導入部、展開部及び判定部の材料としては、試料液
を適度な速度で展開することができるものであればよ
く、例えば、ニトロセルロース、ガラス濾紙等の多孔質
の担体が挙げられる。
【００３２】また、固定化部は、判定部においてライン
状に形成されていることが好ましい。
【００３３】
【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに詳しく説
明する。なお、本発明は以下の実施例に制限されるもの
ではない。
【００３４】（実施例１）被検物質としてはヘモグロビ
ン及びグリコヘモグロビン、標識物質としては、赤色色
素インドレニンメロシアニン（以下、ＩＭＣと略称す
る）及び青色色素インドレニンシアニン（以下、ＩＣと
略称する）を用いた。ただし、ＩＭＣは（化１）におい
て、Ｘがヨウ素、Ｍがカリウム、炭素数ｎが２であり、
ＩＣは（化２）において、Ｘがヨウ素、Ｍがカリウム、
炭素数ｎが２である。
【００３５】第１の抗体としては、グリコヘモグロビン
及びヘモグロビンの両方に対して特異的に反応を行う第
１抗ヘモグロビン抗体、第２の抗体としては、グリコヘ
モグロビンに対して特異的に反応を行う抗グリコヘモグ
ロビン抗体、及びグリコヘモグロビン及びヘモグロビン
の両方に対して特異的に反応を行う第２抗ヘモグロビン
抗体を用いた。第１抗ヘモグロビン抗体と第２抗ヘモグ
ロビン抗体は、ともにグリコヘモグロビン及びヘモグロ
ビンの両方に対して特異的に反応を行うが、互いに異な
る抗原決定基を認識するという点で異なる。
【００３６】図１に、本実施例による免疫クロマトデバ
イスの構造を示す。本実施例の免疫クロマトデバイスに
は、試料導入部１１、展開部１４、判定部１２及び吸水
部１３が積層されていて、展開部１４には、標識物質に
より標識された第２の抗体が溶出可能な状態で担持され
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ており、さらに、判定部１２内に第１の抗体が固定化さ
れた固定化部１５がライン状に設けられている。２種類
以上の被検物質を試料から検出するとき、試料は、試料
導入部１１に点着され、展開部１４の第２の抗体を溶出
しながら展開され、固定化部１５において第１の抗体と
反応する。固定化部１５における標識物質に由来する信
号から、試料中に含まれる２種類以上の被検物質の定量
を行う。
【００３７】以下に、本実施例の免疫クロマトデバイス
の作製手順を示す。
【００３８】まず、ＩＭＣ標識第２抗ヘモグロビン抗体
液の調整を行った。第２の抗体の１つである第２抗ヘモ
グロビン抗体を燐酸緩衝液（以下、ＰＢＳと略称する）
で濃度調整した溶液（ｐＨ７．４）にＩＭＣ溶液（ＰＢ
Ｓ、ｐＨ７．４）を加えて２４時間攪拌させ、さらに牛
血清アルブミン（以下、ＢＳＡと略称する）溶液（ｐＨ
９．０）を加えた。こうして得られたＩＭＣ標識第２抗
ヘモグロビン抗体を含む反応混合液から、未反応の抗
体、及びＢＳＡを取り除くために、ゲル濾過を行った。
こうして精製されたＩＭＣ標識第２抗ヘモグロビン抗体
をＰＢＳに懸濁させ、０．８μｍフィルターにてろ過
し、４℃で貯蔵した。
【００３９】次に、ＩＣ標識抗グリコヘモグロビン抗体
液の調整を行った。第２の抗体の１つである抗グリコヘ
モグロビン抗体液（ＰＢＳ、ｐＨ７．４）にＩＣ溶液
（ＰＢＳ、ｐＨ７．４）を加えて２４時間攪拌させ、さ
らに、ＢＳＡ溶液（ｐＨ９．０）を加えた。こうして得
られたＩＣ標識抗グリコヘモグロビン抗体を含む反応混
合液から、未反応の抗体、及びＢＳＡを取り除くため
に、ゲル濾過を行った。こうして精製されたＩＣ標識抗
グリコヘモグロビン抗体をＰＢＳに懸濁させ、０．８μ
ｍフィルターにてろ過し、４℃で貯蔵した。
【００４０】反射吸光分光光度計（ＣＳ９３００、島津
製作所製）を用いて、ＩＭＣ標識第２抗ヘモグロビン抗
体及びＩＣ標識抗グリコヘモグロビン抗体の吸収特性を
測定した結果を図２に示す。図２において、ａはＩＣ標
識抗グリコヘモグロビン抗体のみの場合、ｂはＩＭＣ標
識第２抗ヘモグロビン抗体とＩＣ標識抗グリコヘモグロ
ビン抗体の混合比が１：１の場合、ｃはＩＭＣ標識第２
抗ヘモグロビン抗体とＩＣ標識抗グリコヘモグロビン抗
体の混合比が２：１の場合、ｄはＩＭＣ標識第２抗ヘモ
グロビン抗体のみの場合の測定結果を示す。図２からわ
かるように、ＩＭＣ標識第２抗ヘモグロビン抗体は、５
６３ｎｍに最大吸収を示し、ＩＣ標識抗グリコヘモグロ
ビン抗体は、６４６ｎｍに最大吸収を示した。
【００４１】第１の抗体である第１抗ヘモグロビン抗体
をＰＢＳで濃度調整を行った後に、この得られた抗体溶
液を溶液吐出装置によりニトロセルロースメンブラン中
央部にライン上に塗布し、乾燥させることにより、固定
化部１５を形成した。引き続いて、ニトロセルロースメ
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ンブランを、１％スキムミルクを含有するＴｒｉｓ－Ｈ
Ｃｌ緩衝液中に浸漬させて３０分間振とうさせ、さらに
Ｔｒｉｓ－ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．２）中に移動し、浸
漬させて１０分間振とうさせた。こうして得られたニト
ロセルロースメンブランを室温で乾燥させた。
【００４２】上記ニトロセルロースメンブラン上の固定
化部１５から離れた位置に、溶液吐出装置を用いて、Ｉ
ＭＣ標識第２抗ヘモグロビン抗体液とＩＣ標識抗グリコ
ヘモグロビン抗体液の１：１の混合液を塗布することに
より、展開部１４を形成した。
【００４３】最後に、厚さ０．５ｍｍの白色ＰＥＴから
なる基板１６上に、固定化部１５及び展開部１４を形成
した上記ニトロセルロースメンブラン、同じくニトロセ
ルロースメンブランからなる試料導入部１１、並びに吸
水部１３を貼り付け、５ｍｍ幅の短冊上に切り取ること
により、免疫クロマトデバイスを作製した。
【００４４】試料として、それぞれ既知濃度のヘモグロ
ビン溶液とグリコヘモグロビン溶液を混合することによ
り、グリコヘモグロビンの混合比が４％、５％、６％、
７％のグリコヘモグロビン・ヘモグロビン混合液を作製
した。
【００４５】測定は、それぞれのグリコヘモグロビン・
ヘモグロビン混合液を４倍に希釈して、前記希釈液４０
μｌを、免疫クロマトデバイスの試料導入部に添加し
て、固定化部１５での５分後の発色について、反射吸光
分光光度計（ＣＳ９３００、島津製作所製）を用いて、
５６３ｎｍと６４６ｎｍにおける反射吸光度を計測し
た。図３は、それぞれのグリコヘモグロビン・ヘモグロ
ビン混合液について、本実施例の免疫クロマトデバイス
を用いて、５６３ｎｍと６４６ｎｍにおける反射吸光度
を測定した結果である。この結果から、５６３ｎｍと６*
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*４６ｎｍの反射吸光度値の割合と、前記ヘモグロビンと
グリコヘモグロビンの量の割合との良好な相関関係が見
出せた。従って、あらかじめ、既知の濃度のヘモグロビ
ンのみを含む試料、および既知の濃度のグリコヘモグロ
ビンのみを含む試料について、それぞれの濃度と反射吸
光度値についての検量線を求めておくことにより、本実
施例の免疫クロマトデバイスを用いて、グリコヘモグロ
ビン・ヘモグロビン混合液中のヘモグロビンおよびグリ
コヘモグロビン濃度をともに定量性良く測定することが
できる。
【００４６】
【発明の効果】以上のように、本発明によると、２種類
以上の被検物質を定量性良く検出及び測定することがで
きる免疫クロマトデバイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における免疫クロマトデ
バイスの構成図
【図２】同免疫クロマトデバイスにおいて用いたＩＭＣ
標識第２抗ヘモグロビン抗体及びＩＣ標識抗グリコヘモ
グロビン抗体の吸収特性を示す図
【図３】同免疫クロマトデバイスを用いたグリコヘモグ
ロビン・ヘモグロビン混合液についての測定結果を示す
図
【符号の説明】
１１  試料導入部
１２  判定部
１３  吸水部
１４  展開部
１５  固定化部
１６  基板

【図１】
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